
2019/05/24 9:05:55 / 18481164_伊藤忠エネクス株式会社_招集通知

第59回定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書

（ご参考）セグメント情報
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

伊藤忠エネクス株式会社

本内容は、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

(https://www.itcenex.com)に掲載することにより株主の皆さまに提供しております。

なお、（ご参考）情報を除く本内容は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成する際

に行った監査の対象に含まれております。

表紙
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連　結　注　記　表
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結計算書類の作成基準

　当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第

１項の規定に基づき国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。

　なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる記載及び注記の一部を省略しております。

(2) 連結の範囲に関する事項

①　子会社の状況

・子会社の数　　　　　　49社

・主要な子会社の名称　　伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社

伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社

株式会社エコア

伊藤忠工業ガス株式会社

エネクスフリート株式会社

小倉興産エネルギー株式会社

株式会社九州エナジー

王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社

エネクス電力株式会社

東京都市サービス株式会社

株式会社エネクスライフサービス

大阪カーライフグループ株式会社

②　連結の範囲の変更

「ホームライフ事業」

　液化石油ガス（ＬＰガス）卸売・小売事業の再編統合の結果、当連結会計年度より、子会社である株式

会社東北タンク商会については、伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社に、日商プロパン石油株式会

社については、伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社に吸収合併しております。また、当連結会計

年度において子会社である物産石油ホームライフ岩手株式会社（以下、「物産石油ＨＬ岩手」という。）

は有限会社小原喜太郎商店（以下、「小原喜太郎商店」という。）及び物産石油瓦斯岩手販売株式会社

（以下、「物産石油瓦斯岩手」という。）の株式を取得し連結の範囲に含めました。その後、小原喜太郎

商店及び物産石油瓦斯岩手については、物産石油ＨＬ岩手に吸収合併しております。

「モビリティライフ事業」

　当連結会計年度より、子会社であるNext Stage Energy, Inc.については、E-NEXT Energy, Inc.に吸収

合併しております。

－ 1 －

(1) 連結計算書類の作成基準、(2) 連結の範囲に関する事項
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(3) 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社の状況

・持分法適用会社の数　　　　　21社

・主要な持分法適用会社の名称　株式会社エネアーク

株式会社ジャパンガスエナジー

(4) 会計方針に関する事項

①　金融資産の評価基準及び評価方法

(ⅰ) デリバティブを除く金融資産

(a) 当初認識及び測定

　デリバティブを除く金融資産のうち、営業債権及びその他の債権をこれらの発生日に当初認識して

おります。その他のすべての金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者となる取引日に

当初認識しております。

　デリバティブを除く金融資産は、償却原価で測定される金融資産と公正価値で測定される金融資産

に分類しております。次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定される金融資産に分類

し、それ以外の場合には公正価値で測定される金融資産に分類しております。

・保有方針が当該金融資産の約定において発生するキャッシュ・フローの回収を目的としていること

・当該金融資産の約定において予定されているキャッシュ・フローについて、発生する日が特定され、

かつ各特定日におけるキャッシュ・フローが元本と利息の支払のみにより構成されていること

　公正価値で測定される金融資産については、他の企業の普通株式等の資本性金融商品への投資であ

って、かつ短期的な売却により差益を得ることを目的とした保有でないものについては、原則として、

取得後の公正価値変動をその他の包括利益に計上する金融資産（以下「FVTOCI金融資産」）に分類し、

それ以外の公正価値で測定される金融資産については、原則として、取得後の公正価値変動を純損益

に計上する金融資産（以下「FVTPL金融資産」）に分類しております。

　償却原価で測定される金融資産及びFVTOCI金融資産は、公正価値（直接帰属する取引費用も含む）

で当初認識し、FVTPL金融資産は、当初認識時に公正価値で認識し、取引費用は発生時に純損益で認識

しております。

(b) 事後測定

　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。

イ. 償却原価により測定される金融資産

　償却原価により測定される金融資産については実効金利法による償却原価により測定しており

ます。

ロ. その他の金融資産

　償却原価により測定される金融資産以外の金融資産は公正価値で測定しております。公正価値

で測定される金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。ただし、FVTOCI金

融資産については、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該

金融資産からの受取配当金については当期の純損益として認識しております。

－ 2 －

(3) 持分法の適用に関する事項、(4) 会計方針に関する事項
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(c) 金融資産の減損

　当社グループは、償却原価で測定される金融資産、リース債権および金融保証契約等に係る予想信

用損失に関して損失評価引当金を認識しております。営業債権、リース債権については、全期間の予

想信用損失で損失評価引当金を測定するため、IFRS第9号の単純化したアプローチを適用しています。

　当社グループは、過去の信用損失の実績に基づき見積り、現在の状況及び将来の経済状況の見通し

を反映させ、予想信用損失を決定しています。その他すべての金融商品については、当初認識以降信

用リスクに著しい増大があった場合には、全期間の予想信用損失を認識しています。他方で、金融商

品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、金融商品に係る損失評価引当

金を12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しています。

(ⅱ) デリバティブ及びヘッジ活動

　為替リスク、商品価格変動リスク及び金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、商品先

物、金利スワップ契約等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約条項の当

事者となった約定日において公正価値で資産または負債として認識し、その後も公正価値で再測定して

おります。デリバティブの公正価値の変動額は、そのデリバティブの使用目的及び結果としてのヘッジ

効果の有無によって次のとおり処理しています。

・公正価値ヘッジ

　公正価値の変動をヘッジ対象の公正価値の変動とともに純損益として認識しております。

・キャッシュ・フロー・ヘッジ

　公正価値の変動をその他の包括利益として認識しております。当該会計処理は、ヘッジ対象に指定さ

れた未認識の予定取引、または既に認識された資産もしくは負債に関連して発生する将来キャッシ

ュ・フローの変動が実現するまで継続しております。また、ヘッジの効果が有効でない部分は、純損

益として認識しております。

・上記以外のデリバティブの公正価値の変動については、純損益として認識しております。

　当社グループは、上記公正価値ヘッジ及びキャッシュ・フロー・ヘッジを適用するにあたり、ヘッジ

開始時及びヘッジ適用後において、ヘッジの効果が有効であると見込まれるかどうかについて評価を行

っております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額により測定し、原価の算定にあたっては、

主として個別法もしくは月別移動平均法を使用しております。また、正味実現可能価額は、売約のある棚

卸資産については、売約価額から販売に要する見積費用を控除した金額とし、売約がない棚卸資産につい

ては、予想売価から販売に要する見積費用を控除した金額としております。

　トレーディング目的で保有する棚卸資産については、販売費用控除後の公正価値で測定し、公正価値の

変動額は発生した期の純損益として認識しております。

－ 3 －

(3) 持分法の適用に関する事項、(4) 会計方針に関する事項
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③　有形固定資産の評価基準及び評価方法

　有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除した価額で表示しております。取得原価には資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び原状

回復費用の見積り額等が含まれております。

　各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却を行っております。主要な資産項目毎

の見積耐用年数は、次のとおりであります。

・建物及び構築物　　　： ２～50年

・機械装置及び運搬具　： ２～22年

・船舶　　　　　　　　： ５～14年

④　のれん及び無形資産の評価基準及び評価方法

(ⅰ) のれん

　のれんは当初、取得原価で資産として認識し、償却は行わず、毎期減損テストを実施しております。

連結財政状態計算書には、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上しております。

(ⅱ) 無形資産

　無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控

除した価額で表示しております。個別に取得した無形資産は、当初認識に際し取得原価で測定してお

り、企業結合において取得した無形資産の取得原価は、取得日現在における公正価値で測定しており

ます。

　無形資産の将来の見積キャッシュ・フローに直接的・間接的に貢献すると予測される期間を耐用年

数とし、それが合理的に予見できる場合は、その見積耐用年数にわたって定額法で償却しております。

減損の兆候が存在する場合はその都度、減損テストを実施しております。

　主な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。

　・顧客との関係       ： ５～42年

　・ソフトウェア       ： ５年

　耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却を行わず、毎

年または減損の兆候が存在する場合にはその都度、個別にまたは各資金生成単位で減損テストを実施

しております。

⑤　投資不動産の評価基準及び評価方法

　投資不動産は、賃貸収入、不動産相場の値上がりに伴う転売益またはその両者を得る目的で保有される

土地・建物等をいいます。

　投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計

額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

　投資不動産は、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産の見積耐用年数にわたって定額法で減価

償却を行っており、見積耐用年数は２～50年であります。

－ 4 －

(4) 会計方針に関する事項
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⑥　非金融資産の減損の評価基準及び評価方法

　当社グループは各年度において、非金融資産の減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候が認められた場

合には、減損テストを実施しております。のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、減損

の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年に一度、毎年同じ時期に、減損テストを実施しております。の

れんを含む資金生成単位の減損テストを実施する場合は、まず、のれん以外の資産の減損テストを実施

し、当該のれん以外の資産について必要な減損損失を認識した後に、のれんの減損テストを行っておりま

す。

　減損テストは資金生成単位毎に回収可能価額を見積り、資金生成単位の帳簿価額と比較することにより

行っております。回収可能価額は、資金生成単位の売却費用控除後の公正価値とその使用価値のうち高い

方の金額で算定しております。資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産につい

て減損損失を認識し、回収可能価額まで評価減しております。

⑦　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建取引は、取引日における直物為替相場またはそれに近似するレートにより機能通貨に換算してお

ります。外貨建の貨幣性資産及び負債は、期末日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。当

該換算及び決済により生じる換算差額は損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じ

て測定される金融資産及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利

益として認識しております。

　在外営業活動体の資産及び負債は期末日の直物為替相場により、収益及び費用は取引日の直物為替相場

またはそれに近似するレートにより、それぞれ円貨に換算しており、その換算差額はその他の包括利益と

して認識しております。在外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額

を処分した期の損益として認識しております。

⑧　確定給付型退職後給付制度に係る会計処理の方法

　確定給付型退職後給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額を

負債または資産として認識しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する勤務費用は、原則と

して、予測単位積増方式を用いて算定しております。確定給付制度債務の現在価値を算定するために使用

する割引率は、原則として、退職給付債務の見積期間と整合する期末日時点の優良社債の市場利回りを参

照して決定しております。

　制度の改定により生じた、過去の期間の従業員の勤務に係る確定給付制度債務の現在価値の変動額は制

度の改定があった期の純損益として認識しております。

　また、当社グループは確定給付型退職後給付制度から生じるすべての数理計算上の差異について、その

他の包括利益（「確定給付再測定額」）として認識し、ただちに利益剰余金に振替えております。

⑨　重要な引当金の計上基準

　過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務が存在し、その決済により経済的便益をも

つ資源が流出する可能性が高く、その債務の金額が信頼性をもって見積ることができる場合に、期末日に

おける債務に関するリスク及び不確実性を考慮に入れた、現在の債務の決済のために必要な支出（将来キ

－ 5 －

(4) 会計方針に関する事項、(5) 会計方針の変更に関する注記
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ャッシュ・フロー）の最善の見積りにより、引当金を認識しております。引当金の貨幣の時間的価値が重

要な場合には、見積られた将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた税引前割引率

で割り引いた現在価値で測定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識して

おります。

　主な引当金の内容は資産除去債務引当金であり、賃借事務所・建物・店舗等に対する原状回復義務及び

固定資産に関連する有害物質の除去等に備え、過去の原状回復実績及び事務所等に施した内部造作の耐用

年数を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案して資産除去債

務を見積り、認識・測定しております。

⑩　収益認識

　以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

　ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

　当社グループは、ＬＰガス、ガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルト、電力及び自動車等の販売を

行っており、これらの商品販売については、契約条件に照らし合わせて顧客が当該商品に対する支配を獲

得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断しており、具体的には、船積日、顧客に引き渡さ

れた時点、又は顧客の検収がなされた時点等で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約にお

いて約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で認識しております。

　履行義務の識別に際し、当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行って

いるかの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる責任の有無、在庫リ

スクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しております。当社グループが当事者と

して取引を行っている場合には、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示しており、当社グループが代

理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から売上原価を控除した純額で収益

を表示しております。

⑪　消費税等の会計処理

　消費税等については、税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更に関する注記

当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書をそれぞれの経過措置に準拠して適用しております。

（IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂））

当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）を適用しております。

本基準の適用による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微であります。

－ 6 －

(4) 会計方針に関する事項、(5) 会計方針の変更に関する注記
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（IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」）

当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2014年５月公表）

及び「IFRS第15号の明確化」（2016年４月公表）（合わせて以下、「IFRS第15号」という。）を適用してお

ります。なお、IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積

的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

IFRS第15号を適用した結果、これまで純額で収益を表示していた取引の一部が総額で表示されることとな

ったため、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当連結会計年度の連結包括利益計算書において、売

上収益及び売上原価がそれぞれ166,508百万円増加しております。

なお、上記のほか、本基準の適用による当社グループへの重要な影響はありません。

－ 7 －

(4) 会計方針に関する事項、(5) 会計方針の変更に関する注記
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２．連結財政状態計算書に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

営業債権 115百万円

持分法で会計処理されている投資 2,326百万円

その他の投資 17百万円

投資以外の長期金融資産 1,307百万円

有形固定資産 11,547百万円

計 15,312百万円

　上記の他に商品先物取引の委託証拠金の代用として、その他の投資1,668百万円を差し入れております。

②　担保に係る債務

社債及び借入金（短期） 904百万円

営業債務 331百万円

社債及び借入金（長期） 7,773百万円

計 9,008百万円

(2) 営業債権及びその他の金融資産から直接控除した貸倒引当金　　　983百万円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 54,631百万円

(4) 投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額 10,995百万円

(5) 偶発債務

保証債務

リース契約残高に対する保証

　厚木プロパンガス協同組合他8社

金融機関等からの借入に対する保証

　関西総合ガスセンター株式会社

地震災害時の設備補修に対する保証

　ＪＥＮ昆布盛ウインドファーム株式会社

21百万円

26百万円

75百万円

－ 8 －

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務、(2) 資産から直接控除した貸倒引当金、(3) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額、
(4) 投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額、(5) 偶発債務
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３．連結持分変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 116,881,106株 － － 116,881,106株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．2018年６月20日開催の第58回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 2,712百万円

・１株当たりの配当額 24円

・基準日 2018年３月31日

・効力発生日 2018年６月21日

ロ．2018年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 2,260百万円

・１株当たりの配当額 20円

・基準日 2018年９月30日

・効力発生日 2018年12月４日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

2019年６月19日開催予定の第59回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 2,486百万円

・１株当たりの配当額 22円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月20日

－ 9 －

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項、(2) 剰余金の配当に関する事項
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 財務上のリスク管理方針

　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リ

スク・金利リスク・市場価格の変動リスク等）に晒されており、当該リスクを回避または低減するために、

一定の方針に基づきリスク管理を行っております。

　また、当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入等

による方針であります。デリバティブは、市況変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避す

るために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

② 信用リスク

　当社グループは、多様な商取引により多数の取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負っ

ております。

　当社グループは与信管理規則等に従い、営業債権及び貸付金について、取引先毎の期日管理及び残高管

理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。なお、当社グ

ループは、特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクのエクスポージャーを有しておりません。

　また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い取引所会員または銀行等とのみ取引を行っ

ており、信用リスクはほとんどないと認識しております。

　保有する担保及びその他の信用補完を考慮に入れない場合の当社グループの信用リスクに係る最大エク

スポージャーは、連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額となります。

③ 流動性リスク

　当社グループは、年度事業計画に基づく資金調達計画を策定するとともに、定期的に、手元流動性及び

有利子負債の状況等を把握・集約し、キャッシュ・フローのモニタリングを適宜行うことで流動性リスク

の管理をしております。これにより、金融情勢の変化に対応した資金調達の機動性の確保と資金コストの

低減を目指すとともに、調達先の分散や調達手段の多様化を図っております。

④ 市場リスク

　当社グループは、為替相場、金利、商品市況及び株価の変動等による市場リスクに晒されております。

当社グループはバランス枠設定等による管理体制を構築するとともに、様々なデリバティブ商品を利用す

ることにより、為替相場及び金利の変動等によるリスクを最小限に抑える方針であります。

　なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、取引実施部署においてその権限に沿った取引について、厳正に管理及び報告が行われるほか、取引管

理部署を定め内部牽制が有効に機能する体制をとっております。

－ 10 －

(1) 金融商品の状況に関する事項
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(ⅰ) 為替リスク

　当社グループは、輸出入取引を行っており、外貨建の取引について為替変動リスクに晒されているこ

とから、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により、この為替変動リスクの軽減に努

めております。

(ⅱ) 金利リスク

　当社グループは、投資活動及び営業取引に伴う資金の調達や運用において金利変動リスクに晒されて

おります。また、固定金利の借入債務は金利変動による公正価値の変動リスクに晒されております。こ

れらの金利が変動することによる損益額の振れを適切にコントロールするために金利リスクの定量化

に取組んでおります。具体的には金利スワップ契約によるヘッジ取引を行うことで金利リスクの軽減

に努めております。

(ⅲ) 商品価格リスク

　当社グループは主に石油製品を取扱っており、原油価格及び石油製品価格の相場変動等による商品価

格リスクに晒されております。当社グループでは、相場変動等による商品価格リスクに対するヘッジ手

段として、商品先物契約及び商品スワップ契約等のデリバティブ取引の利用により商品価格リスクの軽

減に努めております。

(ⅳ) 資本性金融商品の価格変動リスク

　当社グループでは、ビジネス戦略を円滑に遂行する目的で業務上の関係を有する企業の株式を保有し

ており、資本性金融商品の価格変動リスクに晒されております。これらの資本性金融商品については、

定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

　なお、当社グループでは、短期トレーディング目的で保有する資本性金融商品はなく、これらの投資

を活発に売買することはしておりません。

－ 11 －

(1) 金融商品の状況に関する事項
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(2) 金融商品の公正価値等に関する事項

　当連結会計年度末における連結財政状態計算書認識額（以下「帳簿価額」）及び公正価値は、次のとおり

であります。

　なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品については、下表には含めておりませ

ん。また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから、下

表には含めておりません。

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

償却原価で測定される金融資産：

長期債権（長期貸付金）及びその他の短期金融

資産（１年内長期貸付金） 1,232 1,233

償却原価で測定される金融負債：

社債及び借入金 34,110 35,142

（注）上記の金融商品の公正価値の測定方法

１．長期債権（長期貸付金）及びその他の短期金融資産（１年内長期貸付金）

　長期の貸付金の公正価値は、同程度の信用格付を有する貸付先または顧客等に対して、同一の残存期

間で同条件の貸付または信用供与を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法

により測定しております。

２．社債及び借入金

　帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる場合を除き、社債及び借入金の公正価値は、同一

の残存期間で同条件の借入を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方法により

測定しております。

－ 12 －

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項



2019/05/24 9:05:55 / 18481164_伊藤忠エネクス株式会社_招集通知

５．投資不動産に関する注記

(1) 投資不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、日本国内全域にわたり、賃貸用のガソリンスタンド等の石油製品販売施設及び賃貸用

の石油製品貯蔵施設を有しております。

　当連結会計年度における投資不動産からの賃貸料収入は2,836百万円であり、連結包括利益計算書の売上収

益に含まれております。賃貸料収入に付随して発生した直接営業費用は1,278百万円であり、連結包括利益計

算書の売上原価に含まれております。

(2) 投資不動産の公正価値に関する事項

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

9,819 9,941

（注）１．帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．上記の投資不動産の公正価値は、取引事例法やＤＣＦ法により測定された金額に、当社グループ

で算定した時点修正率、地域格差率等を考慮して、算定しております。

６．１株当たり情報に関する注記

　１株当たり株主資本合計 1,083円37銭

　基本的１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 102円40銭

（注）役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式は、連結財政状態計算書上の自己株式として

処理しており、上記１株当たり情報の算出において控除する自己株式に含めております。

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 13 －

(1) 投資不動産の状況に関する事項、(2) 投資不動産の公正価値に関する事項、６．１株当たり情報に関する注記、７．重要な後発事象に関する注記
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個　別　注　記　表

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式･･移動平均法による原価法

その他有価証券

・時価のあるもの････････････事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの････････････移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品

取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、組合契約の経済的実態に応じて、貸借対照表及び損益計算書双方に

ついて持分相当額を純額で取り込む方法、または、貸借対照表は持分相

当額を純額で取り込み、損益計算書は損益項目の持分相当額を取り込む

方法を採用しております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

･･･････････････時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

石油製品････････････････････月別移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

販売用器具及び雑品･･････････最終仕入原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産････････････････定額法

（リース資産を除く）　　　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　２～50年

構築物　　　　　　　２～50年

機械及び装置　　　　２～17年

船舶　　　　　　　　５～14年

工具、器具及び備品　２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

のれん････････････････････発生日後、その支出の効果の及ぶ期間（５年～10年）の均等償却により

費用配分を行っております。

－ 14 －

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法、(2) デリバティブの評価基準及び評価方法、(3) 商品の評価基準及び評価方法、(4) 固定資産の減価償却の方
法、(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準、(6) 引当金の計上基準、(7) 消費税等の会計処理、(8) 表示方法の変更に関する事項
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ソフトウェア･･････････････自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

上記以外･･････････････････定額法

③　長期前払費用････････････････均等償却

④　リース資産･･････････････････所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

･･････････････････外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円換算し、

換算差額は損益として処理しております。

(6) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金･･････････････････売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権について

は個別に回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金･･････････････････従業員に対する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額に基づき計

上しております。

③　役員賞与引当金･･････････････役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の

負担額を計上しております。

④　退職給付引当金･･････････････従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（９年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（９年）による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(7) 消費税等の会計処理

　消費税等については、税抜方式によっております。

(8) 表示方法の変更に関する事項

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、会社計

算規則の改正（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資そ

の他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会

計に関する注記を変更しております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」892百万円

は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,950百万円に含めて表示しております。

－ 15 －

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法、(2) デリバティブの評価基準及び評価方法、(3) 商品の評価基準及び評価方法、(4) 固定資産の減価償却の方
法、(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準、(6) 引当金の計上基準、(7) 消費税等の会計処理、(8) 表示方法の変更に関する事項
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　担保に供している資産はありませんが、商品先物取引の委託証拠金の代用として、投資有価証券1,668百万

円を差し入れております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 31,785百万円

(3) 偶発債務

保証債務等

リース契約残高に対する保証

　厚木プロパンガス協同組合他9社

特約店等の軽油税等納付に対する保証

　伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社

保証予約

　防府第二パワーステーション株式会社

28百万円

11百万円

400百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権　　　44,761百万円　　長期金銭債権 6,369百万円

短期金銭債務　　　24,957百万円　　長期金銭債務 　 26百万円

(5) 土地再評価法の適用

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地再評価に関する法律の一

部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。

　「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に定める再評価の方法については、「土地の再評価に関する

法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価、及び路線価のない土地

は第２条第３号に定める固定資産税評価額等に基づき、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しており

ます。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価前の帳簿価額 16,052百万円

再評価後の帳簿価額 12,025百万円

　当該事業用土地の2019年３月31日における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額を3,464百万円下

回っております。

－ 16 －

(1) 担保に供している資産、(2) 有形固定資産の減価償却累計額、(3) 偶発債務、(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務、(5) 土地再評価法の
適用
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３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引

売上高 321,479百万円

仕入高 32,161百万円

その他の営業取引高 1,092百万円

営業取引以外の取引高 6,564百万円

(2) 減損損失に関する注記

　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

地域 用途 種類

北海道 遊休資産　　１件 建 物

東　北 遊休資産等　２件 建 物 ・ 土 地 等

関　東 遊休資産等　５件 建 物 ・ 土 地 等

中　部 遊休資産等　１件 建 物 等

中四国 遊休資産等　１件 構 築 物 等

九　州 遊休資産等　３件 建 物 ・ 土 地 等

　当社は、事業用資産については主に事業部門別に、遊休資産については個別物件単位で資産のグループ化を

行っております。

　市場価格の下落により、上記の遊休資産等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少307百万円を減

損損失として特別損失に計上しております。

　なお、遊休資産等の回収可能価額は、正味売却可能価額により測定しており、主に路線価または固定資産税

評価額等を基に算出し評価しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 増加株式数 減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 3,892,835株 327株 － 3,893,162株

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加327株は、単元未満株式の買取りによるものです。

２．役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式109,300株は、自己保有株式ではないため、

自己株式の数に含めておりません。

－ 17 －

(1) 関係会社との取引、(2) 減損損失に関する注記、４．株主資本等変動計算書に関する注記
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５．税効果会計に関する注記

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産

賞与引当金 451

貸倒引当金 146

退職給付引当金 1,236

固定資産減損損失 431

資産除去債務 603

関係会社株式評価損 424

その他 608

繰延税金資産の小計 3,899

評価性引当額 △717

繰延税金資産の合計 3,182

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △236

その他有価証券評価差額金 △324

固定資産圧縮積立金 △427

合併引継土地評価差額 △63

繰延税金負債の合計 △1,050

繰延税金資産の純額 2,132

再評価に係る繰延税金資産

土地再評価に係る繰延税金資産 2,369

評価性引当額 △2,369

再評価に係る繰延税金負債

土地再評価に係る繰延税金負債 △1,309

再評価に係る繰延税金負債の純額 △1,309

－ 18 －

５．税効果会計に関する注記
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６．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

　なお、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。

(2) 退職給付債務に関する事項

（単位：百万円）

　①　退職給付債務 △4,362

　②　年金資産残高（閉鎖確定給付年金） 10

　③　未積立退職給付債務（①＋②） △4,352

　④　未認識数理計算上の差異 312

　⑤　未認識過去勤務費用 －

　退職給付引当金（③＋④＋⑤） △4,039

(3) 退職給付費用に関する事項

（単位：百万円）

　①　勤務費用 262

　②　利息費用 20

　③　数理計算上の差異の費用処理額 79

　④　過去勤務費用の費用処理額 －

　退職給付費用(①+②+③+④） 361

（注）上記以外に、確定拠出型年金に関する費用186百万円を退職給付費用として計上しております。また、

割増退職金75百万円を販売費及び一般管理費の退職金として計上しております。

(4) 退職給付債務の計算方針

 ①　退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準

 ②　割引率 0.387％

 ③　長期期待運用収益率 0.0％

 ④　過去勤務費用の額の処理年数 ９年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

定額法）

 ⑤　数理計算上の差異の処理年数 ９年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

定額法（翌事業年度からの費用処理））

－ 19 －

(1) 採用している退職給付制度の概要、(2) 退職給付債務に関する事項、(3) 退職給付費用に関する事項、(4) 退職給付債務の計算方針
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権の所有
（被所有）割合

（％）

関 係 内 容

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

役 員 の
兼 任 等

(名)

事 業 上
の 関 係

子会社
エネクス電力
株式会社

所有割合
直接：100

兼任：1 資金取引

資金取引
（資金の貸付）

受取利息

4,753

16
短期貸付金 9,539

設備資金取引
（資金の回収）

受取利息

306

42

短期貸付金

長期貸付金

306

5,240

子会社
エネクス
フリート
株式会社

所有割合
直接：100

兼任：1
商品の購入
販売取引
資金取引

石油製品販売

資金取引
（資金の回収）

受取利息

120,864

1,091

3

売掛金

短期貸付金

9,307

2,263

子会社
小倉興産
エネルギー
株式会社

所有割合
直接：100

兼任：1
商品の購入
販売取引

石油製品販売

資金取引
（資金の預り）

支払利息

99,778

5,859

30

売掛金

預り金

7,792

6,191

子会社
日産大阪販売
株式会社

所有割合
間接：52.0

兼任：1 資金取引
資金取引

（資金の預り）
支払利息

10,000

0
預り金 10,000

関連会
社

N-REIF1号投資事
業有限責任組合

所有割合
直接：33.3

－ 出資
投資事業有限責
任組合への出資

2,308 － －

（注）１．取引金額は消費税等を含まず、債権・債務残高には消費税等を含んで記載しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①　上記各社への石油製品の販売、購入については、市場価格を参考に決定しております。

②　上記各社との資金取引は、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）等による取引であり､取

引金額は前期末時点からの増減額を記載しております。

また、金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

③　上記の投資事業有限責任組合に対しては、投資事業有限責任組合契約書に基づき出資をしておりま

す。

－ 20 －

(1) 親会社及び法人主要株主等、(2) 子会社及び関連会社等
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(2) 兄弟会社等

種 類 会 社 等 の 名 称

議 決 権 の

所有（被所
有 ） 割 合
（％）

関 係 内 容

取 引 の 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

役 員 の
兼 任 等

(名)

事 業 上
の 関 係

親会社の
子 会 社

伊 藤 忠
ト レ ジ ャ リ ー
株 式 会 社

－ － 資金取引

資金取引
（資金の預入れ）

受取利息

－

39

預 け 金 20,000

（注）資金取引は、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）等による取引であり､取引金額は預け額と

預り額を相殺し、純額を記載しております。

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 802円48銭

１株当たり当期純利益 70円15銭

（注）上記１株当たり情報の算出において控除する自己株式には、役員向け株式交付信託に係る信託口が所

有する当社株式を含めております。

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 21 －

(3) 兄弟会社等、８．１株当たり情報に関する注記、９．重要な後発事象に関する注記
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（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科　目
当連結会計年度

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
前連結会計年度

（2017年４月１日から2018年３月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,403 24,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,410 △18,458

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,857 △5,850

現金及び現金同等物の増減額 △3,864 △69

現金及び現金同等物の期首残高 22,573 22,727

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 16 △85

現金及び現金同等物の期末残高 18,725 22,573

（注）金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 22 －
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（ご参考）セグメント情報
①　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。

当社グループは関連する事業分野で集約した「事業部門」にて組織しており、各事業部門は顧客・マーケ

ット別に戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社グループは事業部門により区分した「ホームラ

イフ事業部門」、「生活・産業エネルギー事業部門」、「電力・ユーティリティ事業部門」及び「モビリテ

ィライフ事業部門」の４つを報告セグメントとしております。

「ホームライフ事業部門」は、ＬＰガス、灯油、都市ガス（大分県中津市・関東）、産業用ガス、電力、

生活関連機器、スマートエネルギー機器、リフォーム、家庭用リチウムイオン蓄電システム、ガス容器耐圧

検査事業、溶接用資材の販売を行っております。

「生活・産業エネルギー事業部門」は、ガソリン、灯油、軽油、重油、ＬＮＧ、電力、車関連商品サービ

ス、レンタカー、高品位尿素水「AdBlue」、カードサービス、アスファルト、石油貯蔵施設等のロジスティ

クス機能の提供、船舶用燃料、石油製品の輸出入及び国内需給調整取引、スロップ・再生油の販売、石炭灰

のリサイクル事業を行っております。

「電力・ユーティリティ事業部門」は、電力（石炭火力、天然ガス火力、風力、水力、太陽光）、蒸気の

販売、地域熱供給サービス、総合エネルギーサービス、電熱供給サービス、電力需給管理サービス、アセッ

トマネジメント事業を行っております。

「モビリティライフ事業部門」は、自動車ディーラー事業、次世代バイオディーゼル製造事業（アメリカ）、

ユーグレナ国産バイオジェット燃料実証プロジェクトを行っております。

当連結会計年度において、従来の「生活エネルギー・流通事業」と「産業エネルギー・流通事業」を統合

し「生活・産業エネルギー事業」に改編しました。また、「モビリティライフ事業」を新たに設置しており

ます。

これに伴い、当連結会計年度より報告セグメントの区分を従来の「ホームライフ事業」、「電力・ユーテ

ィリティ事業」、「生活エネルギー・流通事業」及び「産業エネルギー・流通事業」から「ホームライフ事

業」、「生活・産業エネルギー事業」、「電力・ユーティリティ事業」及び「モビリティライフ事業」に変

更しております。

また、当社の子会社であった株式会社東北タンク商会を、同子会社である伊藤忠エネクスホームライフ東

北株式会社が吸収合併したことに伴い、管理区分を見直し、従来「生活エネルギー・流通事業」（上記変更

後の「生活・産業エネルギー事業」）に含まれていた株式会社東北タンク商会の事業を、「ホームライフ事

業」に含めて記載する方法に変更しております。

なお、このセグメント変更に伴い、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分

により組み替えて表示しております。

－ 23 －

セグメント情報
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②　報告セグメントに関する情報

当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（単位：百万円）

報告セグメント

調整額 連結
ホームライフ

事業

生活・産業

エネルギー
事業

電力・ユー

ティリティ
事業

モビリティ
ライフ事業

計

売上収益

外部顧客からの収益 94,350 707,661 93,459 111,616 1,007,086 － 1,007,086

セグメント間収益 365 9,414 5,969 － 15,748 △15,748 －

売上収益合計 94,715 717,075 99,428 111,616 1,022,834 △15,748 1,007,086

売上総利益 22,397 36,108 7,134 18,571 84,210 － 84,210

販売費及び一般

管理費
△18,927 △27,791 △4,662 △16,006 △67,386 68 △67,318

固定資産に係る損益 △172 △202 324 △179 △229 △12 △241

その他の損益 257 1,037 △67 △35 1,192 8 1,200

営業活動に係る利益 3,555 9,153 2,728 2,351 17,787 64 17,851

金融収益及び金融

費用
△24 △121 516 △260 111 △113 △2

持分法による投資

損益
1,251 139 175 － 1,565 － 1,565

税引前利益 4,782 9,171 3,419 2,091 19,463 △49 19,414

当社株主に帰属する

当期純利益
3,068 6,185 1,970 319 11,542 17 11,559

その他の項目

減価償却費及び

償却費
△2,698 △1,990 △3,494 △1,377 △9,559 △527 △10,086

減損損失 △251 △216 － △171 △638 － △638

資産合計 65,584 137,606 82,439 51,798 337,427 36,946 374,373

持分法で会計処理さ

れている投資
18,774 555 10,112 － 29,441 － 29,441

資本的支出 3,259 1,743 6,660 758 12,420 1,295 13,715

売上高 105,112 931,798 96,935 110,415 1,244,260 － 1,244,260

－ 24 －
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（注）１．セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。

２．当社株主に帰属する当期純利益の調整額17百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益であります。

３．資産合計の調整額36,946百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。

４．売上高は当社が任意で開示する項目であり、日本の会計慣行における売上高を表示しております。

５．金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 25 －
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前連結会計年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
（単位：百万円）

報告セグメント

調整額 連結
ホームライフ

事業

生活・産業

エネルギー
事業

電力・ユー

ティリティ
事業

モビリティ
ライフ事業

計

売上収益

外部顧客からの収益 97,811 468,145 74,541 104,270 744,767 － 744,767

セグメント間収益 336 4,363 5,899 － 10,598 △10,598 －

売上収益合計 98,147 472,508 80,440 104,270 755,365 △10,598 744,767

売上総利益 25,077 36,841 8,891 18,013 88,822 － 88,822

販売費及び一般

管理費
△22,042 △28,643 △4,328 △16,347 △71,360 429 △70,931

固定資産に係る損益 △143 △733 △288 200 △964 △580 △1,544

その他の損益 232 471 351 167 1,221 △415 806

営業活動に係る利益 3,123 7,936 4,626 2,034 17,719 △566 17,153

金融収益及び金融

費用
164 △138 △316 △403 △693 △110 △803

持分法による投資

損益
540 133 △180 － 493 － 493

事業再編等利益 2,326 － － － 2,326 － 2,326

税引前利益 6,154 7,930 4,130 1,631 19,845 △676 19,169

当社株主に帰属する

当期純利益
3,798 5,288 2,210 195 11,491 △466 11,025

その他の項目

減価償却費及び

償却費
△3,291 △2,184 △3,468 △1,372 △10,315 △509 △10,824

減損損失 △173 △669 △13 － △855 △574 △1,429

資産合計 66,842 145,109 80,189 63,896 356,036 26,585 382,621

持分法で会計処理さ

れている投資
17,699 510 7,936 － 26,145 － 26,145

資本的支出 4,258 2,848 6,014 618 13,738 694 14,432

売上高 109,161 863,310 78,560 105,313 1,156,344 － 1,156,344

－ 26 －
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（注）１．セグメント間の取引は、市場価格を参考にして決定しております。

２．当社株主に帰属する当期純利益の調整額△466百万円は、報告セグメントに配分していない全社損益でありま

す。

３．資産合計の調整額26,585百万円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。

４．売上高は当社が任意で開示する項目であり、日本の会計慣行における売上高を表示しております。

５．金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

－ 27 －
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